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熊本大学国際交流会館『日本人学生』入居者募集要項 

 

 熊本大学国際交流会館では令和 8 年 4 月期日本人学部生の入居者を募集いたします。 

今回、募集対象となるのは、令和 8 年 4 月入学予定で下記 5 の入居申請期間までに合格した日本人

学生、及び、少なくとも令和 9 年 3 月までは在学予定の日本人学生を募集いたします。 

令和 7 年 11 月現在、国際交流会館には 27 か国から 198 名の留学生が入居しています。日本人学生

は留学生のお手本となることが期待されています。留学生と積極的に交流したい学生を歓迎します。

なお、様々な面で留学生に支援いただける方が望まれます。 

 

記 
 

１． 入居募集定員：４名 
※１ユニット４室のシェアタイプへの入居のため、留学生の申請・入居状況によ

り入居を許可される学生の男女比に偏りがでる可能性がありますので、ご了承く

ださい。 
 
 

２．入居可能期間 

約１年間（２０２６年４月１日～２０２７年２月２６日） 
   ※2026 年 4 月 1 日より前に入居できませんので、ご注意ください。 

※2027 年 4 月期入居者の居室準備のため 2027 年 2 月 26 日までに退去してください。 
 
 

３．居室区分について 

居室区分 建物 部屋の概要 

シェアタイプ（個室あり） 

 

※留学生とのシェア 

ルーム 

C・D棟 

※１ユニットの中に個室が４室あり、各居室にシングルベッド、

机、椅子、電話機（外線は受信のみ）、エアコン等が設置されてい

ます。居間、キッチン、トイレ、シャワーは共有です。また、共

有部には洗濯機、冷蔵庫、IHクッキングヒーター、電子レンジ、

掃除機があります。 

部屋の間取りについては下記の HP でご確認ください。 

http://www.kumamoto-u.ac.jp/kokusaikouryuu/kokusaikouryuukaikan/heimenzu 
 
 

４．入居に必要な経費 

（１） 預託金は、退去時の清掃費等として徴収いたします。 

（２） 宿舎料は入居時と退去時は日割り計算をいたしますが、共益費は日割り計算いたしません。 

（３） ふとんリース代が別途必要です。（1 年で約 13,000 円） 

（４） 光熱水料は、これまでのインフレ状況により変更になる可能性があります。 
 

居室区

分 
建物 

宿舎料 

（毎月） 

共益費 

（毎月） 

預託金 

（入居時） 
備考 

シェア 

タイプ 
C・D棟 4,000円 8,000円 10,000円 

光熱水料として5,000円／月が必要 

*変更になる可能性があります。 
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５．入居申請 

（１）申請期間 

 令和 7 年 12 月 15 日(月) ～ 令和 8 年 1 月 16 日(金) 必着 

  （２）申請方法 

郵送またはメールにて申請書をお送りください。 

（３）提出先 

〒860－8555 熊本市中央区黒髪 2 丁目 40－1  

熊本大学学生支援部国際教育課 

（封筒に「国際交流会館入居許可申請書在中」と記載してください。） 

E-Mail：gji-ryugaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp 

（記入した入居許可申請書をスキャンし、メールに添付してください） 

 

 

６．選考及び結果の通知 
応募者多数の場合は、入居希望理由等を基に入居者選考を行う予定です。また、入居の可否

については２月中旬までにご連絡します。結果および連絡事項はメールにてお知らせします

ので、必ず申請書にメールアドレスを記入してください。 

 

 

７．入居者のルール 

「国際交流会館入居者の心得」から抜粋して下記のとおり入居者への注意事項をお知らせします。これ

らのルールを充分に理解した上で申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

８．個人情報の取扱いについて 

  本学が国際交流会館入居者選考を通じて取得した個人情報については、国際交流会館入居者選

考のためのみに利用し、他の目的で利用することはありません。 

 

 

９．問い合わせ先 

  学生支援部国際教育課 

TEL：０９６－３４２－２１６０     FAX：０９６－３４２－２１３０ 

E-Mail：gji-ryugaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp 

熊本大学 HP 国際交流会館：http://www.kumamoto-u.ac.jp/kokusaikouryuu/kokusaikouryuukaikan 

注）申請期間を過ぎた場合、受け付けませんのでご注意ください。 
なお、いったん受理した書類等は返却しませんのでご了承ください。 

・入退去手続きは、土曜、日曜、祝日を除く９時～１６時（退去は１５時まで）に、国際交流会館事務室で行います。 

・外からの訪問者を部屋に宿泊させたり、部屋を他の人に貸したりすることはできません。 

・シェア室への異性の立ち入りは禁止します。 

・部屋の鍵を他の人に貸したり、合い鍵を作ったりすることはできません。 

・緊急な設備の点検等のために留守中に職員などが部屋に入ることがあります。 

・ゴミの出し方については、指定された日時、場所を守ってください。 

・自転車・バイクは、指定された場所へ置いてください。 

・必ずふとんを使用してください。 

・屋内外問わず会館敷地内は全面禁煙です。喫煙所はありません。 

・会館内でペットを飼ってはいけません。 


